
新沢千塚古墳群公園のカキツバタ（川西町　 令和５年５月１７日撮影）
新沢千塚古墳群公園は畝傍山の景観や日本を代表する群集墳など古代を彷彿とさせる公園です。棚田の広場にはカキツバタを楽しむ事
ができます。（橿原市資料より引用）
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橿原商工会議所 中小企業相談所

お問合せ先事
業
用
資
金
に

マ
ル
経
融
資
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！！

不要
担保・保証人

信用保証協会による保証も不要

万円

融資（貸付）限度額

融資限度額の範囲内で、
重複や借り替えの利用もOK。

●従業員数20人（商業・サービス業は5人）以下
の商工業者

●当商工会議所管内で1年以上事業を営み、
税金を完納されている方
●6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を
受けておられる方
●6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を
受けておられる方

運転資金 年以内（据置 年以内）

設備資金 年以内（据置 年以内）設備資金 年以内（据置 年 ）以内

例…仕入れ、買掛金・諸経費支払・
 手形決済、給与支払など

例…車両購入、工場・店舗改装資金、
 機械購入資金など

%運転資金・
設備資金

年金利

返済は元金均等月賦返済（残債方式で、利息は減額）

※金利は金融情勢によって変化します。詳しくはお問い合わせください。
令和５年５月１日現在

●決算書（直近2期分）
●確定申告書（直近2期分）
●金融機関からの借入返済一覧表（事業用、個人用全て）
●設備資金をお申込みの場合（見積書・カタログ・図面など）
●その他必要に応じて追加書類等

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、事業所の皆
様を金融面からサポートするための公的融資制度で、商工
会議所の推薦により、日本政策金融公庫（国民生活事業）か
ら融資を受ける制度です。融資にあたっては、貴社の経営内
容をよくお聞きした上での実行となります。内容によっては
お断りする場合もございますのでご了承願います。

ご用意
いただくもの

返済期間

融資対象

補助金情報

※事業再構築補助金ＨＰより引用　※令和５年4月24日時点での内容となります

事業の再構築に挑戦する皆様へ
～企業の思い切った事業再構築を支援！！～

公募開始：令和５年３月３０日（木）
応募締切：令和５年６月３０日（金）18：00（厳守）

事業再構築
補助金
事務局ＨＰ

お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター【9：00～18：00（日曜日・祝日を除く）】

※認定経営革新等支援機関をお探しの
　際は、検索システムをご活用ください。 
➡https://ninteishien.force.com/
　　NSK_CertificationArea

◆第１０回公募スケジュール

※申請に際しては、必ず公募要領をご確認いただきますようお願いいたします。

詳細については専用サイトを
ご確認ください。
https://jigyou-
saikouchiku.go.jp/

※gBizＩＤプライムの発行には、数週間程度時間を要し
ます。

　本補助金の申請をお考えの方は余裕をもったＩＤ取得
の申請をお勧めします。なお、申請〆切りまでに取得
が間に合わない方は「暫定ＩＤ」での申請も可能です
（詳細は事務局ＨＰもしくは公募要領をご覧くださ
い）。

https://www.jgrants-
portal.go.jp/　➡

〈ナビダイヤル〉 0570-012-088
〈ＩＰ電話用〉　 03-4216-4080

部会役員会（部会総会）開催！

商業部会

工業部会

建設業部会

サービス業部会

観光部会

部会日程
〈部会長　木原　智司〉 

〈部会長　岡橋勢美男〉

〈部会長　嵜山　雅由〉

〈部会長　前田　衛作〉

〈部会長　関　　俊昭〉 

令和5年5月23日（火）

令和5年5月22日（月）

令和5年5月22日（月）

令和5年5月23日（火）

令和5年5月23日（火）

各部会役員会（部会総会）は、次の日程にて開催され、各議案承認されました。
令和５年度各部会事業がスタートします。

１ ３

４

５2

以下の項目について、企業の代表者の名前で宣言します。
●サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
●親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行（振興基準※）の遵守
●その他独自の取組
 ※下請中小企業振興法に基づく基準
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm)

取引先とのパートナーシップを強化するなど「新たな 共存共栄関係の構築」 を
企業の代表者名で宣言（コミット）するものです。 

パートナーシップ構築宣言とは、

「宣言」が公式ポータルサイト※
に掲載されます。

宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます。 

一部の補助金で加点措置が
受けられます。

「宣言」の取組みを実践することで
SDGsも同時達成することになります

取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ

取引先との共存共栄の取組や、「取引条件
のしわ寄せ」防止を代表者の名前で
宣言します。 

お問合せ ■ 「宣言」の内容について
　・内閣府政策統括官付参事官（産業・雇用担当）付　☎03-6257-1540
　・中小企業庁企画課　☎03-3501-1765
■ 「宣言」の掲出・掲載について
　・（公財）全国中小企業振興機関協会　☎03-5541-6688

▲嵜山 建設業部会長・佐藤副会頭▲岡橋 工業部会長・佐藤副会頭▲木原 商業部会長・森脇副会頭

▲関 観光部会長・森脇副会頭▲前田 サービス業部会長・森脇副会頭

第１号議案

第２号議案 

第３号議案 

第４号議案 

第５号議案 

令和４年度部会事業報告について

令和４年度部会会計報告について

令和５年度部会事業計画（案）について

令和５年度部会事業予算（案）について

その他について

議案　
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橿原商工会議所 中小企業相談所
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く
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い
！！

不要
担保・保証人

信用保証協会による保証も不要

万円

融資（貸付）限度額

融資限度額の範囲内で、
重複や借り替えの利用もOK。

●従業員数20人（商業・サービス業は5人）以下
の商工業者

●当商工会議所管内で1年以上事業を営み、
税金を完納されている方
●6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を
受けておられる方
●6ヶ月以上、商工会議所の経営指導を
受けておられる方

運転資金 年以内（据置 年以内）

設備資金 年以内（据置 年以内）設備資金 年以内（据置 年 ）以内

例…仕入れ、買掛金・諸経費支払・
 手形決済、給与支払など

例…車両購入、工場・店舗改装資金、
 機械購入資金など

%運転資金・
設備資金

年金利

返済は元金均等月賦返済（残債方式で、利息は減額）

※金利は金融情勢によって変化します。詳しくはお問い合わせください。
令和５年５月１日現在

●決算書（直近2期分）
●確定申告書（直近2期分）
●金融機関からの借入返済一覧表（事業用、個人用全て）
●設備資金をお申込みの場合（見積書・カタログ・図面など）
●その他必要に応じて追加書類等

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、事業所の皆
様を金融面からサポートするための公的融資制度で、商工
会議所の推薦により、日本政策金融公庫（国民生活事業）か
ら融資を受ける制度です。融資にあたっては、貴社の経営内
容をよくお聞きした上での実行となります。内容によっては
お断りする場合もございますのでご了承願います。

ご用意
いただくもの

返済期間

融資対象

補助金情報

※事業再構築補助金ＨＰより引用　※令和５年4月24日時点での内容となります

事業の再構築に挑戦する皆様へ
～企業の思い切った事業再構築を支援！！～

公募開始：令和５年３月３０日（木）
応募締切：令和５年６月３０日（金）18：00（厳守）

事業再構築
補助金
事務局ＨＰ

お問い合わせ
事業再構築補助金事務局コールセンター【9：00～18：00（日曜日・祝日を除く）】

※認定経営革新等支援機関をお探しの
　際は、検索システムをご活用ください。 
➡https://ninteishien.force.com/
　　NSK_CertificationArea

◆第１０回公募スケジュール

※申請に際しては、必ず公募要領をご確認いただきますようお願いいたします。

詳細については専用サイトを
ご確認ください。
https://jigyou-
saikouchiku.go.jp/

※gBizＩＤプライムの発行には、数週間程度時間を要し
ます。

　本補助金の申請をお考えの方は余裕をもったＩＤ取得
の申請をお勧めします。なお、申請〆切りまでに取得
が間に合わない方は「暫定ＩＤ」での申請も可能です
（詳細は事務局ＨＰもしくは公募要領をご覧くださ
い）。

https://www.jgrants-
portal.go.jp/　➡

〈ナビダイヤル〉 0570-012-088
〈ＩＰ電話用〉　 03-4216-4080

部会役員会（部会総会）開催！

商業部会

工業部会

建設業部会

サービス業部会

観光部会

部会日程
〈部会長　木原　智司〉 

〈部会長　岡橋勢美男〉

〈部会長　嵜山　雅由〉

〈部会長　前田　衛作〉

〈部会長　関　　俊昭〉 

令和5年5月23日（火）

令和5年5月22日（月）

令和5年5月22日（月）

令和5年5月23日（火）

令和5年5月23日（火）

各部会役員会（部会総会）は、次の日程にて開催され、各議案承認されました。
令和５年度各部会事業がスタートします。

１ ３

４

５2

以下の項目について、企業の代表者の名前で宣言します。
●サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
●親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行（振興基準※）の遵守
●その他独自の取組
 ※下請中小企業振興法に基づく基準
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm)

取引先とのパートナーシップを強化するなど「新たな 共存共栄関係の構築」 を
企業の代表者名で宣言（コミット）するものです。 

パートナーシップ構築宣言とは、

「宣言」が公式ポータルサイト※
に掲載されます。

宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます。 

一部の補助金で加点措置が
受けられます。

「宣言」の取組みを実践することで
SDGsも同時達成することになります

取引先と共存共栄の関係を築こうとする経営者の皆様へ

取引先との共存共栄の取組や、「取引条件
のしわ寄せ」防止を代表者の名前で
宣言します。 

お問合せ ■ 「宣言」の内容について
　・内閣府政策統括官付参事官（産業・雇用担当）付　☎03-6257-1540
　・中小企業庁企画課　☎03-3501-1765
■ 「宣言」の掲出・掲載について
　・（公財）全国中小企業振興機関協会　☎03-5541-6688

▲嵜山 建設業部会長 挨拶▲岡橋 工業部会長 挨拶▲木原 商業部会長 挨拶

▲関 観光部会長 挨拶▲前田 サービス業部会長 挨拶

第１号議案

第２号議案 

第３号議案 

第４号議案 

第５号議案 

令和４年度部会事業報告について

令和４年度部会会計報告について

令和５年度部会事業計画（案）について

令和５年度部会事業予算（案）について

その他について

議案　
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橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。

橿原市起業等スタートアップ補助金をご活用ください

【問合せ】橿原市役所　地域振興課（☎ 0744-21-1117）

橿原市内の事業者の皆さまへ
～新型コロナウイルス感染症の５類への移行にあたり～

お知らせ

　日頃より新型コロナウイルスの感染拡大防止にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
　ご存知のとおり５／８より新型コロナウイルス感染症については感染症法上５類に引き下げられましたので、これに
伴い本市の取り組みについても見直しを行いました。

【問合せ】橿原市役所　地域振興課（☎ 0744-21-1117）

　橿原市では、市内で空き店舗などを活用して新たに起業
する方または事業拡大する方に対して、店舗改装工事など
にかかる費用の一部を最大５０万円補助する「橿原市起業
等スタートアップ補助金」を新設しました。
　申請には一定の要件がありますので、詳しくは
市ホームページをご確認ください。

【補助率】２分の１
【受付期間】９／１（金）～　
※予算に達し次第終了します

●新型コロナウイルス感染症に伴う、事業者向
けの支援策の市ホームページでの案内

●「橿原市新型コロナウイルス感染予防推進
宣言」ステッカー事業
●「＃橿原エール飯」事業

＜事業者の方向けの事業について＞

手洗い・手指消毒 換　気 三密回避
【市HP】 【厚生労働省HP】

今後も継続すること ５／８で終了したこと

補助事業

今後につきましても、コロナウイルス自体が無くなった訳ではございませんので、引き続き『手洗い・手指消毒』
『換気』『三密回避』といった基本的な感染症対策にご留意いただきますようお願いいたします。

　令和５年４月１４日（金）、橿原神宮養正殿において、
標記総会・懇親会が開催されました。通常総会では、

藤原会長の挨拶、森本会頭より祝辞を賜りました。その後来賓紹介が
行われ議案に入り、下記の全ての議案について、異議なく承認されました。
　懇親会では、藤原会長、青商会会長　木原智司氏の挨拶、橿原市
市長　亀田忠彦氏、橿原市議会議長　奥田英人氏より祝辞を賜りまし
た。その後、橿原市魅力創造部部長　岸本裕史氏の乾杯で祝宴が始
まりました。アトラクションとして橿原商工会議所青年部令和４年度事
業のスライドショーを実施し、青商会相談役　榎本好成氏の中締めに
より閉会しました。

▲三役会の様子

▲藤原会長の挨拶

▲森本会頭の祝辞

　令和５年度が始まり女性会三役会を開催しました。
　令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し事業を実施して
参りましたが、令和5年度に入り、5月に新型コロナウイルス感染症の感染症
法上の位置づけが5類に引き下げられたことにより、コロナ禍以前のように活
気ある女性会の活動ができるよう事業の計画について話し合いを行いました。
　今後、三役会で協議した議案について役員会の承認を経て6月に予定する
総会に上程いたします。

令和５年度橿原商工会議所女性会がスタート！ 
女性会三役会を開催しました。
◆日時 :令和5年4月27日（木）13時30分から
◆場所 :橿原商工会議所　4階　会議室A

第１号議案　令和４年度 事業報告について
第２号議案　令和４年度 収支決算報告について
第３号議案　令和５年度 所信（案）、基本方針（案）について
第４号議案　令和５年度 役員承認および組織図（案）について
第５号議案　令和５年度 事業計画（案）について
第６号議案　令和５年度 収支予算（案）について
第７号議案　その他について

議案

橿原

通信
令和５年度橿原商工会議所青年部　通常総会・懇親会開催！

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

橿原商工会議所女性会 会員募集中
会員資格　　　橿原商工会議所の会員事業所である女性経営者、ご家族の
　　　　　　　事業を共に支えている方など経営に携わっている女性の方。
会費　　　　　入会金　3,000円　　年会費　1,000円
主な活動内容　地域交流・活性化事業、セミナー講演会、一泊研修、親睦事
　　　　　　　業、社会福祉貢献活動
入会方法　　　橿原商工会議所女性会事務局（℡ 0744-28-4400）まで
　　　　　　　お問い合わせください。

橿原商工会議所女性会は、会員相互の親睦と企業経営
者としての研鑽を積み、地域商工業の振興を図り、社
会一般の福祉の増進に資することを目的としています。

第１号議案　令和４年度事業報告（案）について
第２号議案　令和４年度収支決算（案）及び監査報告書について
第３号議案　令和５年度組織図（案）について
第４号議案　令和５年度スローガン・会長所信（案）について
第５号議案　令和５年度事業計画（案）について
第６号議案　令和５年度予算（案）について
第７号議案　その他について

議案

①令和４年度事業報告及び収支決算報告について
②役員改選について
③令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
④その他について

議案

令和５年度奈良県商工会議所青年部連合会
定時総会開催！
　令和５年５月１１日（木）奈良商工会議所に
おいて、標記総会が開催されました。
　右記の全ての議案について、異議なく承
認されました。

▲議事を進行する辻村会長
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橿原市からのお知らせコーナー
橿原市から提供いただいた情報を掲載しています。

橿原市起業等スタートアップ補助金をご活用ください

【問合せ】橿原市役所　地域振興課（☎ 0744-21-1117）

橿原市内の事業者の皆さまへ
～新型コロナウイルス感染症の５類への移行にあたり～

お知らせ

　日頃より新型コロナウイルスの感染拡大防止にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
　ご存知のとおり５／８より新型コロナウイルス感染症については感染症法上５類に引き下げられましたので、これに
伴い本市の取り組みについても見直しを行いました。

【問合せ】橿原市役所　地域振興課（☎ 0744-21-1117）

　橿原市では、市内で空き店舗などを活用して新たに起業
する方または事業拡大する方に対して、店舗改装工事など
にかかる費用の一部を最大５０万円補助する「橿原市起業
等スタートアップ補助金」を新設しました。
　申請には一定の要件がありますので、詳しくは
市ホームページをご確認ください。

【補助率】２分の１
【受付期間】９／１（金）～　
※予算に達し次第終了します

●新型コロナウイルス感染症に伴う、事業者向
けの支援策の市ホームページでの案内

●「橿原市新型コロナウイルス感染予防推進
宣言」ステッカー事業
●「＃橿原エール飯」事業

＜事業者の方向けの事業について＞

手洗い・手指消毒 換　気 三密回避
【市HP】 【厚生労働省HP】

今後も継続すること ５／８で終了したこと

補助事業

今後につきましても、コロナウイルス自体が無くなった訳ではございませんので、引き続き『手洗い・手指消毒』
『換気』『三密回避』といった基本的な感染症対策にご留意いただきますようお願いいたします。

　令和５年４月１４日（金）、橿原神宮養正殿において、
標記通常総会・懇親会を開催しました。通常総会では、

藤原会長の挨拶、森本会頭より祝辞を賜りました。その後、来賓紹介
を行い議案に入り、下記の全ての議案について、異議なく承認されました。
　懇親会では、藤原会長、青商会会長　木原智司氏の挨拶、橿原市
市長　亀田忠彦氏、橿原市議会議長　奥田英人氏より祝辞を賜りまし
た。その後、橿原市魅力創造部部長　岸本裕史氏の乾杯で祝宴が始
まりました。アトラクションとして橿原商工会議所青年部令和４年度事
業のスライドショーを実施し、青商会相談役　榎本好成氏の中締めに
より閉会しました。

▲三役会の様子

▲藤原会長の挨拶

　令和５年度が始まり女性会三役会を開催しました。
　令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し事業を実施して
参りましたが、令和5年度に入り、5月に新型コロナウイルス感染症の感染症
法上の位置づけが5類に引き下げられたことにより、コロナ禍以前のように活
気ある女性会の活動ができるよう事業の計画について話し合いを行いました。
　今後、三役会で協議した議案について役員会の承認を経て6月に予定する
総会に上程いたします。

令和５年度橿原商工会議所女性会がスタート！ 
女性会三役会を開催しました。
◆日時 :令和5年4月27日（木）13時30分から
◆場所 :橿原商工会議所　4階　会議室A

第１号議案　令和４年度 事業報告について
第２号議案　令和４年度 収支決算報告について
第３号議案　令和５年度 所信（案）、基本方針（案）について
第４号議案　令和５年度 役員承認および組織図（案）について
第５号議案　令和５年度 事業計画（案）について
第６号議案　令和５年度 収支予算（案）について
第７号議案　その他について

議案

橿原

通信
令和５年度橿原商工会議所青年部　通常総会・懇親会開催！

※YEGとは商工会議所青年部の略称です。

橿原商工会議所女性会 会員募集中
会員資格　　　橿原商工会議所の会員事業所である女性経営者、ご家族の
　　　　　　　事業を共に支えている方など経営に携わっている女性の方。
会費　　　　　入会金　3,000円　　年会費　1,000円
主な活動内容　地域交流・活性化事業、セミナー講演会、一泊研修、親睦事
　　　　　　　業、社会福祉貢献活動
入会方法　　　橿原商工会議所女性会事務局（℡ 0744-28-4400）まで
　　　　　　　お問い合わせください。

橿原商工会議所女性会は、会員相互の親睦と企業経営
者としての研鑽を積み、地域商工業の振興を図り、社
会一般の福祉の増進に資することを目的としています。

第１号議案　令和４年度事業報告（案）について
第２号議案　令和４年度収支決算（案）及び監査報告書について
第３号議案　令和５年度組織図（案）について
第４号議案　令和５年度スローガン・会長所信（案）について
第５号議案　令和５年度事業計画（案）について
第６号議案　令和５年度予算（案）について
第７号議案　その他について

議案

①令和４年度事業報告及び収支決算報告について
②役員改選について
③令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
④その他について

議案

令和５年度奈良県商工会議所青年部連合会
定時総会開催！
　令和５年５月１１日（木）、奈良商工会議所
において、標記定時総会が開催されました。
　右記の全ての議案について、異議なく承
認されました。

▲議事を進行する辻村会長

▲森本会頭の祝辞
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会員事業所PR広場
会員事業所情報発信コーナー

掲載事業所募集！
事業内容や販路拡大・販路開拓につながる情報
など事業所の情報をＰＲするコーナーです。
掲載料無料。ご希望の方は下記まで。
お問い合わせ先：橿原商工会議所 広報誌担当
0744-28-4400

E-mail uketsuke@kashihara-cci.or.jp
ＨＰ　https://kashihara-cci.or.jp メール

〒634-0063　橿原市久米町572－2所在地
0744-27-9818 0744-27-9817FAX

スポーツ館ハラヤ
スポーツを楽しめるいい用品をご提供します

定休日 水曜日 営業時間 9：30～19：00

▲店舗外観

R広R広所Pナー

所PPR

所在地 〒634-0051 橿原市白橿町2-29-8

メゾン　スミカ
めぞん  　　　　　　すみか

鞄・財布・お洋服のメンテナンス工房です

定休日 不定休
営業時間  10：00～18：00
050-1499-4094

インスタグラムHP

MAP

MAP

▼卓球用品は奈良県最大級の品揃え！
　卓球会員入会でいつでもお得に購入頂け
　ます。▼店内の様子

▼野球用品（グラブ以外も取り扱っています）

HP インスタグラム

当店は橿原神宮前駅西出口から徒歩1分の
スポーツ用品専門店です。

野球・卓球・陸上競技等の用品
販売から各種修理、スポーツ
ウェアの作成も承っております。
2024年で開業50周年を迎える
地域密着型専門店へぜひお越し
ください。
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産業別概況 前月と比べたDI値の動き 改善 ほぼ横ばい 悪化

商工会議所
〈令和5年4月度調査結果〉

●「政府の補正予算により、公共工事の発注数が増加している。一方で、技術
者の人手不足により、工事の進捗遅れや受注を取りやめるケースも発生し
ている。資材価格やエネルギー価格の高騰等で採算も悪化しているが、人
材確保に向け、採用や賃上げに取り組んでいく」（一般工事業）

●「現場ごとに契約しておリ、価格転嫁はある程度できているが、長工期の案
件は工事中に材料が値上がリすることもあり、収益を圧迫している」（管工
事業）

建設業

●全産業合計の業況DI は、▲11.1 （前月比+3.7 ポイント）
●サービス業では、客足が回復基調な飲食•宿泊業を中心に、改善した。小
売業では、インバウンドの増加で売上が好調な百貨店に下支えされ、改
善した。また、製造業では、サービス業等の非製造業での設備投資需要
の回復で改善し、卸売業でも、製造業からの引き合い増や、客足が回復
する小売業や飲食•宿泊業からの受注増で改善した。建設業でも、政府
の補正予算による公共工事の受注増で改善した。原材料・エネルギー価
格の高騰や人材確保に向けた賃上げ等のコスト負担増、度重なる仕入
価格の高騰に価格転嫁も十分に行えていない等、経営課題は山積も、経
済活動の回復が続き、業況は2021年12月ぶりに全業種で改善した。

●先行き見通しDI は、▲12.9 （今月比▲1.8ポイント）
●5月8日のコロナの5類移行に伴い、経済活動のさらなる回復による売上
改善を期待する声が小売業・サービス業を中心に多く聞かれた。一方、
原材料価格の高止まりやエネルギー価格の高騰継続によるコスト負担
増や、人手不足による受注機会の損失が懸念される。また、コスト増に見
合う価格転嫁も十分に追い付いていない中、海外経済の鈍化など、先行
きへの不安は根強く、慎重な見方となっている。

POINT

業況DI は、経済活動の回復により、全業種で改善
先行きは、コスト増や人手不足等で慎重な見方

建設資材価格の高止まりやエネルギー価格の高騰に加
え、住宅関連の民間工事において一服感が見られるもの
の、政府の補正予算による公共工事の受注数増加に下
支えされ、改善。

●「いままで自粛傾向にあった大型のイベントや対面での販売事業が復活し
ている。輸送費や梱包資材などのコスト負担の増加によリ、収益は圧迫さ
れているが、継続的に受注が行えているため、さらなる販路獲得に向けて取
り組んでいく」（食料・飲料卸売業）
●「コロナの感染が落ち着いているため、設備投資を行う企業が増加してお
り、関連する仕事の引き合いが増加している」（一般機械器具卸売業）

卸売業 輸送費や梱包資材費の高止まりによるコスト負担は継続
するものの、設備投資需要の回復に伴う製造業からの引
き合い増加や、客足が回復している小売店や飲食・宿泊
業からの受注増で、改善。

●「コロナに対する消費者の意識変化で、大人数での歓送迎会が増加。依然
として食材の仕入単価の上昇や電気代の高騰が続いているため、販売価
格も値上げせざるを得ないが、新メニューの開発等で販路拡大を図り、顧
客を獲得していく」（飲食店）

●「インバウンド需要の増加に加え、バスツアー等の国内旅行も戻ってきてお
り、前年を大きく上回る宿泊数で売上も増加した」（宿泊業）

サービス業 コロナに対する消費者意識の変化やインバウンド需要の
増加で、客足が回復する飲食・宿泊・旅行業を中心に、改
善。今後のさらなる客足増加を期待する一方、人手不足
で需要増に対応が追いつかないとの声も聞かれた。

●「マスク着用ルールの緩和等でコロナに対する消費者の意識も変化してお
り、来店数は増加してきている。売上に繋がるよう、販促を図っていく。一方
で、電気代等のコスト負担増が著しく、収益の改善が課題である」（百貨
店）

●「経済活動が回復し、需要が増加したことで、材料や人手の確保に難航して
おり、対応が追いつかない状況になっている」（楽器小売業）

小売業 物価高による消費者の節約志向は継続しているものの、
インバウンド需要の増加による免税品・高付加価値商品の
販売が堅調な百貨店や、新年度に向けた新生活用品の
需要が増加した日用品店を中心に、改善。

●「インバウンド需要の増加や人流の回復に伴い、顧客先である外食産業か
らの発注数が増加している。原材料価格の高騰分に関する値上げは受け
入れられているが、電気代等も高騰しているため、全体のコスト増に見合う
価格改定が行えるような商品づくりを行っていく」（パン・菓子製造業）

●「経済活動が戻りつつある中で、顧客の設備投資が予定通り動き始めてい
る。需要に対応するべく人材確保が急務な状態である」（一般産業用機械
製造業）

製造業 海外経済の停滞により電子部品関連の需要減は継続す
る一方、小売・サービス業などの非製造業における設備投
資需要が回復し、改善。食料品関連事業者からは、客足
が回復する飲食・宿泊業からの受注が増加したとの声も
聞かれた。

LOBO調査要領
▶調査期間／2023年4月13日～19日
▶調査対象／全国の329商工会議所が2,495企業にヒアリング

▶調査項目／

建設業 413　製造業 616　卸売業 294
小売業 508　サービス業 664

内訳

業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単価・
従業員の前年同月比（前年同月と比較した今月の水準）と向こう3
カ月の先行き見通し（今月水準と比較した向こう3カ月（当月を除
く）の先行き見通し）、自社が直面している経営上の問題など

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

※DI値(景況判断指数)について／DI値は、業況・売上・採算などの各項目について
の、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。ＤＩ＝（増加・好転など
の回答割合）一（減少・悪化などの回答割合） 

早期景気観測LOBO

そのほか、詳しい情報については https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

販売単価DI

採算DI

仕入単価DI

資金繰りDI

売上DI

従業員DI
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会員事業所PR広場
会員事業所情報発信コーナー

掲載事業所募集！
事業内容や販路拡大・販路開拓につながる情報
など事業所の情報をＰＲするコーナーです。
掲載料無料。ご希望の方は下記まで。
お問い合わせ先：橿原商工会議所 広報誌担当
0744-28-4400

E-mail uketsuke@kashihara-cci.or.jp
ＨＰ　https://kashihara-cci.or.jp メール

〒634-0063　橿原市久米町572－2所在地
0744-27-9818 0744-27-9817FAX

スポーツ館ハラヤ
あなたのスポーツライフをサポート！

定休日 水曜日 営業時間 9：30～19：00

▲店舗外観

R広R広所Pナー

所PPR

所在地 〒634-0051 橿原市白橿町2-29-8

メゾン　スミカ
鞄・財布・お洋服のメンテナンス工房です

定休日 不定休
営業時間  10：00～18：00
050-1499-4094

インスタグラムHP

MAP

MAP

▲卓球用品は奈良県最大級の品揃え！
　卓球会員入会でいつでもお得に購入頂け
　ます。▲店内の様子

▲野球用品（グラブ以外も取り扱っています）

HP インスタグラム

　橿原神宮前駅西
出口から徒歩１分。
　皆様のお越しを
お待ちしております。

　パフォーマンス向上を目指す
アスリートから、エンジョイプレ
イヤーまでサポートするスポー
ツ用品専門店です。デザイン自
由なオリジナルプリントのチー
ムウェアー等のご注文も承って
おり、地域密着型専門店ならで

はのスピーディで丁寧
なサービスをモットー
に、２０２４年で開業
５０周年を迎えます。
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産業別概況 前月と比べたDI値の動き 改善 ほぼ横ばい 悪化

商工会議所
〈令和5年4月度調査結果〉

●「政府の補正予算により、公共工事の発注数が増加している。一方で、技術
者の人手不足により、工事の進捗遅れや受注を取りやめるケースも発生し
ている。資材価格やエネルギー価格の高騰等で採算も悪化しているが、人
材確保に向け、採用や賃上げに取り組んでいく」（一般工事業）

●「現場ごとに契約しておリ、価格転嫁はある程度できているが、長工期の案
件は工事中に材料が値上がリすることもあり、収益を圧迫している」（管工
事業）

建設業

●全産業合計の業況DI は、▲11.1 （前月比+3.7 ポイント）
●サービス業では、客足が回復基調な飲食•宿泊業を中心に、改善した。小
売業では、インバウンドの増加で売上が好調な百貨店に下支えされ、改
善した。また、製造業では、サービス業等の非製造業での設備投資需要
の回復で改善し、卸売業でも、製造業からの引き合い増や、客足が回復
する小売業や飲食•宿泊業からの受注増で改善した。建設業でも、政府
の補正予算による公共工事の受注増で改善した。原材料・エネルギー価
格の高騰や人材確保に向けた賃上げ等のコスト負担増、度重なる仕入
価格の高騰に価格転嫁も十分に行えていない等、経営課題は山積も、経
済活動の回復が続き、業況は2021年12月ぶりに全業種で改善した。

●先行き見通しDI は、▲12.9 （今月比▲1.8ポイント）
●5月8日のコロナの5類移行に伴い、経済活動のさらなる回復による売上
改善を期待する声が小売業・サービス業を中心に多く聞かれた。一方、
原材料価格の高止まりやエネルギー価格の高騰継続によるコスト負担
増や、人手不足による受注機会の損失が懸念される。また、コスト増に見
合う価格転嫁も十分に追い付いていない中、海外経済の鈍化など、先行
きへの不安は根強く、慎重な見方となっている。

POINT

業況DI は、経済活動の回復により、全業種で改善
先行きは、コスト増や人手不足等で慎重な見方

建設資材価格の高止まりやエネルギー価格の高騰に加
え、住宅関連の民間工事において一服感が見られるもの
の、政府の補正予算による公共工事の受注数増加に下
支えされ、改善。

●「いままで自粛傾向にあった大型のイベントや対面での販売事業が復活し
ている。輸送費や梱包資材などのコスト負担の増加によリ、収益は圧迫さ
れているが、継続的に受注が行えているため、さらなる販路獲得に向けて取
り組んでいく」（食料・飲料卸売業）
●「コロナの感染が落ち着いているため、設備投資を行う企業が増加してお
り、関連する仕事の引き合いが増加している」（一般機械器具卸売業）

卸売業 輸送費や梱包資材費の高止まりによるコスト負担は継続
するものの、設備投資需要の回復に伴う製造業からの引
き合い増加や、客足が回復している小売店や飲食・宿泊
業からの受注増で、改善。

●「コロナに対する消費者の意識変化で、大人数での歓送迎会が増加。依然
として食材の仕入単価の上昇や電気代の高騰が続いているため、販売価
格も値上げせざるを得ないが、新メニューの開発等で販路拡大を図り、顧
客を獲得していく」（飲食店）

●「インバウンド需要の増加に加え、バスツアー等の国内旅行も戻ってきてお
り、前年を大きく上回る宿泊数で売上も増加した」（宿泊業）

サービス業 コロナに対する消費者意識の変化やインバウンド需要の
増加で、客足が回復する飲食・宿泊・旅行業を中心に、改
善。今後のさらなる客足増加を期待する一方、人手不足
で需要増に対応が追いつかないとの声も聞かれた。

●「マスク着用ルールの緩和等でコロナに対する消費者の意識も変化してお
り、来店数は増加してきている。売上に繋がるよう、販促を図っていく。一方
で、電気代等のコスト負担増が著しく、収益の改善が課題である」（百貨
店）

●「経済活動が回復し、需要が増加したことで、材料や人手の確保に難航して
おり、対応が追いつかない状況になっている」（楽器小売業）

小売業 物価高による消費者の節約志向は継続しているものの、
インバウンド需要の増加による免税品・高付加価値商品の
販売が堅調な百貨店や、新年度に向けた新生活用品の
需要が増加した日用品店を中心に、改善。

●「インバウンド需要の増加や人流の回復に伴い、顧客先である外食産業か
らの発注数が増加している。原材料価格の高騰分に関する値上げは受け
入れられているが、電気代等も高騰しているため、全体のコスト増に見合う
価格改定が行えるような商品づくりを行っていく」（パン・菓子製造業）

●「経済活動が戻りつつある中で、顧客の設備投資が予定通り動き始めてい
る。需要に対応するべく人材確保が急務な状態である」（一般産業用機械
製造業）

製造業 海外経済の停滞により電子部品関連の需要減は継続す
る一方、小売・サービス業などの非製造業における設備投
資需要が回復し、改善。食料品関連事業者からは、客足
が回復する飲食・宿泊業からの受注が増加したとの声も
聞かれた。

LOBO調査要領
▶調査期間／2023年4月13日～19日
▶調査対象／全国の329商工会議所が2,495企業にヒアリング

▶調査項目／

建設業 413　製造業 616　卸売業 294
小売業 508　サービス業 664

内訳

業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・販売単価・
従業員の前年同月比（前年同月と比較した今月の水準）と向こう3
カ月の先行き見通し（今月水準と比較した向こう3カ月（当月を除
く）の先行き見通し）、自社が直面している経営上の問題など

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移

※DI値(景況判断指数)について／DI値は、業況・売上・採算などの各項目について
の、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向き傾向を表す
回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。したがって、売上高などの実数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。ＤＩ＝（増加・好転など
の回答割合）一（減少・悪化などの回答割合） 

早期景気観測LOBO

そのほか、詳しい情報については https://cci-lobo.jcci.or.jp からご覧ください。

販売単価DI

採算DI

仕入単価DI

資金繰りDI

売上DI

従業員DI
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アスカ美装株式
会社ASUKA

奈良の24時間は警備のプロにお任せください

施設警備・機械警備・交通警備・イベント警備ほか
多数なケースに対応できます

Building Management by
支店：大阪・東京・奈良・名古屋
本社 橿原市醍醐町296-1 TEL.0744-24-1757 https://www.asukabiso.co.jp/

橿原商工会議所「専門家連携協議会」所属の専門家の
皆さまから事業所の皆さまのご質問にお答えいただく形
で記事提供をいただいております。平素の事業活動に
是非ともお役立てください。橿原商工会議所 専門家連携協議会

事業所の皆さまのお悩みを募集いたします。 専門家の皆さまに聞いてみたいことなどお寄せください。 ご質問、事業所名、役職、氏
名、連絡先をご記入の上、右記までお送りください。 形式は問いません。  FAX 0744-28-4430  メール uketsuke@kashihara-cci.or.jp
（掲載については事務局にて調整させていただきます。 状況によっては掲載できない場合もございます。 予めご了承ください。）

北辰特許事務所
ほくしん とっきょ  じ む しょ

小野 敦史

【プロフィール】
■略歴
1991年 3月 筑波大学第3学群情報学類卒業
　　　　　　 シャープ㈱、東京大学生産技術研究所共同研究員を経て
2007年 5月 北村国際特許事務所入所
2011年 5月 弁理士登録
2014年 2月 北辰特許事務所設立
■公職
2020年 4月 日本弁理士会関西会奈良地区会地区会長

ご対応いただいた専門家

お　の あつ  し  

弁理士　
第二種情報処理技術者／
情報セキュリティアドミニストレータ
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〒630-8131　
奈良市大森町277-1 ルモン奈良大森227号
Mail : ono@hokushin-ip.jp
Tel : 0742-81-3188

商標の正確な定義は商標法に規定されていますが、簡単に言えば、事業をする際に商品
や役務（サービス）に対して使用する標章（目印のようなもの）のことです。代表的な標
章としては、文字や図形、これらを結合したものが挙げられますが、近年では音（音楽）
も標章として認められています。商標の具体例としては、商品名、サービス名、ロゴ、屋号
等があります。したがって、事業と商標とは密接な関係にあり、全ての事業者は商標と無
関係ではいられません。

商標権とは、上述した商標について認められる独占排他的な権利です。すなわち、商標
権者は登録商標を独占的に使用することができ、他人が無断で登録商標または登録商
標に似た商標を使用することを禁止することができます。商標権は、特許庁に対して出
願をし、審査で登録要件を満たしていると判断された後に、登録料を納付することによ
り取得することができます。

上述したように、商標権は独占排他的な権利です。そのため、商標権を取得することにより、他人の商標の模倣を防
ぐことができます。また、商標の審査において他人の商標と同一／類似が判断されるため、商標権を取得できたとい
うことは他人の登録商標と同一または類似ではないことを意味します。すなわち、他人から商標権侵害を問われるこ
となく、安心して自身の登録商標を使用することができます。商標権にはこのような効果があるため、商標権を取得
しておくことが望ましいとは言えますが、事業形態や費用対効果等を勘案して商標権取得の要否を決定することを
お勧めします。

上述したように、商標権者は登録商標を独占的に使用することができます。ただし、独占的に使用できるのは「登録
商標と同一の商標」を「指定商品・役務」に対してのみです。特に、「指定商品・役務」以外に使用すると、他人の商
標権を侵害する場合がありますので、注意が必要です。ここで、「指定商品・役務」とは商標の使用対象であり、出願
時に指定する必要があります。

商標権者が独占的に使用できるのは「登録商標と同一」の商標ですので、登録商標を変形した商標は独占的には使用
することはできません。しかし、「登録商標と類似」の商標であれば、他人の使用を排除できるため、実質的に独占使
用することはできます。ただし、「登録商標と類似する」商標に、登録商標であることを示す表記（Ⓡ等）を付けること
は好ましくありません。また、登録商標を３年間使用していない場合には、商標登録を取り消されるおそれがあるた
め、主に「登録商標と類似」の商標を使用する場合でも、必ず登録商標は何らかの方法で使用することが望ましいで
す。

商標権を取得するための出願は出願人または弁理士が行うことができます。そのため、出願代理の依頼を考えてい
る場合には直接弁理士に相談するのが良いでしょう。一方、自身で出願したい場合や明確に決まっていない場合に
は、商工会議所や発明協会等の公的な支援機関等に相談するのが良いでしょう。また、日本弁理士会関西会奈良地
区会でも無料相談を行っていますのでご活用ください。

商標とは何ですか？

商標権とは何ですか？

商標権を取得しないとだめですか？

登録商標は自由に使用してもよいですか？

登録商標を変形して使用しても構いませんか？

商標権を取得する際にはどこに相談すればよいですか？

商標とは？
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（掲載については事務局にて調整させていただきます。 状況によっては掲載できない場合もございます。 予めご了承ください。）

北辰特許事務所
ほくしん とっきょ  じ む しょ

小野 敦史

【プロフィール】
■略歴
1991年 3月 筑波大学第3学群情報学類卒業
　　　　　　 シャープ㈱、東京大学生産技術研究所共同研究員を経て
2007年 5月 北村国際特許事務所入所
2011年 5月 弁理士登録
2014年 2月 北辰特許事務所設立
■公職
2020年 4月 日本弁理士会関西会奈良地区会地区会長

ご対応いただいた専門家

お　の あつ  し  

弁理士　
第二種情報処理技術者／
情報セキュリティアドミニストレータ
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〒630-8131　
奈良市大森町277-1 ルモン奈良大森227号
Mail : ono@hokushin-ip.jp
Tel : 0742-81-3188

商標の正確な定義は商標法に規定されていますが、簡単に言えば、事業をする際に商品
や役務（サービス）に対して使用する標章（目印のようなもの）のことです。代表的な標
章としては、文字や図形、これらを結合したものが挙げられますが、近年では音（音楽）
も標章として認められています。商標の具体例としては、商品名、サービス名、ロゴ、屋号
等があります。したがって、事業と商標とは密接な関係にあり、全ての事業者は商標と無
関係ではいられません。

商標権とは、上述した商標について認められる独占排他的な権利です。すなわち、商標
権者は登録商標を独占的に使用することができ、他人が無断で登録商標または登録商
標に似た商標を使用することを禁止することができます。商標権は、特許庁に対して出
願をし、審査で登録要件を満たしていると判断された後に、登録料を納付することによ
り取得することができます。

上述したように、商標権は独占排他的な権利です。そのため、商標権を取得することにより、他人の商標の模倣を防
ぐことができます。また、商標の審査において他人の商標と同一／類似が判断されるため、商標権を取得できたとい
うことは他人の登録商標と同一または類似ではないことを意味します。すなわち、他人から商標権侵害を問われるこ
となく、安心して自身の登録商標を使用することができます。商標権にはこのような効果があるため、商標権を取得
しておくことが望ましいとは言えますが、事業形態や費用対効果等を勘案して商標権取得の要否を決定することを
お勧めします。

上述したように、商標権者は登録商標を独占的に使用することができます。ただし、独占的に使用できるのは「登録
商標と同一の商標」を「指定商品・役務」に対してのみです。特に、「指定商品・役務」以外に使用すると、他人の商
標権を侵害する場合がありますので、注意が必要です。ここで、「指定商品・役務」とは商標の使用対象であり、出願
時に指定する必要があります。

商標権者が独占的に使用できるのは「登録商標と同一」の商標ですので、登録商標を変形した商標は独占的には使用
することはできません。しかし、「登録商標と類似」の商標であれば、他人の使用を排除できるため、実質的に独占使
用することはできます。ただし、「登録商標と類似する」商標に、登録商標であることを示す表記（Ⓡ等）を付けること
は好ましくありません。また、登録商標を３年間使用していない場合には、商標登録を取り消されるおそれがあるた
め、主に「登録商標と類似」の商標を使用する場合でも、必ず登録商標は何らかの方法で使用することが望ましいで
す。

商標権を取得するための出願は出願人または弁理士が行うことができます。そのため、出願代理の依頼を考えてい
る場合には直接弁理士に相談するのが良いでしょう。一方、自身で出願したい場合や明確に決まっていない場合に
は、商工会議所や発明協会等の公的な支援機関等に相談するのが良いでしょう。また、日本弁理士会関西会奈良地
区会でも無料相談を行っていますのでご活用ください。

商標とは何ですか？

商標権とは何ですか？

商標権を取得しないとだめですか？

登録商標は自由に使用してもよいですか？

登録商標を変形して使用しても構いませんか？

商標権を取得する際にはどこに相談すればよいですか？

商標とは？
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各種共済・保険制度のお知らせ

まほろば共済（生命共済）のご案内
定期保険（団体型） 入院給付金付災害割増特約・

ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付
橿原商工会議所独自の

給付制度（見舞金・祝金制度）

保障内容 １口あたり

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉 250万円

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉 250万円

傷害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉 50万円

2万円

不慮の事故により1日以上の入院をしたとき
（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）
〈入院給付金〉
ガンで1日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）
〈ガン入院一時金〉

5万円
ガンの治療を直接の目的とした
先進医療による療養を受けたとき
〈ガン先進医療一時金〉

1万円
6大生活習慣病で1日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）
〈6大生活習慣病入院一時金〉

1,500円
1日につき

上記以外の事由より死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）〉 50万円

1口お支払事由

死
亡

高
度
障
害

入
院
・
治
療

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障

当所独自の給付制度

病気入院見舞金
事故通院見舞金
遺児育英見舞金
家族災害死亡見舞金
親介護認定見舞金
成人祝金
結婚祝金
出産祝金
年齢満了祝金

5,000円

5,000円

一律50,000円
一律50,000円

一律30,000円

5,000円

5,000円

5,000円
一律10,000円

75歳満了時に加入10年以上

遺児1名につき

1口給付内容

見
舞
金

祝　

金

月額掛金 １口あたり

１５歳～３５歳

３６歳～４０歳

４１歳～４５歳

４６歳～５０歳

５１歳～５５歳

５６歳～６０歳

６１歳～６５歳

６６歳～７０歳

663円

688円

713円

761円

820円

870円

968円

1,093円

743円

749円

787円

848円

940円

1,074円

1,287円

1,630円

1口
男性 女性保険年齢

まほろば共済は
福利厚生制度に
ご活用いただけます。

保障内容、年齢別の月額掛金は橿原商工会議所ホームページ 共済・福利厚生のページで
ご確認いただけます。「ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注
意喚起情報）を必ずご覧ください。」　　　　　　引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

業務上・業務外を問わず

24時間保障

６大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

１年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

特定退職金制度〈新企業年金保険〉のご案内

大企業並みの退職金制度が
容易に確立できます

将来支払うべき多額の退職金を
計画的に準備できます

掛金は、１人月額30,000円
まで損金または
必要経費となります

国の中小企業退職金共済制度
との重複加入も認められます

従業員の退職金の準備に！

加入資格・条件
〇奈良県内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳
　以上、満70歳未満の健康かつ正常に勤務または就業している方
〇全従業員の加入が前提
※事業主、役員（使用人兼務役員は除く）および事業主と生計を一にする親族は加
入できません。
※加入の必要がない方（期間を定めて雇われている者、試用期間中の者、非常勤の者、
季節的な仕事のために雇われている者、休職中の者、パートタイマーのように労働
時間の特に短い者）
　　
掛金・加入口数
〇従業員１人につき月額１口1,000円で、最高３０口まで加入できます。
〇掛金は全額事業主負担です。損金または必要経費となります。
　　
給付金の受取方法（重複選択不可）
〇退職一時金：加入者が退職したとき、一時金が支払われます
〇遺族一時金：加入者が死亡したとき、一時金に「加入口数×10,000円」を加算し
た金額が支払われます。
　　
給付金の受取人
この制度の受取人は加入従業員です。給付金は、受取人名義の預金口座へ直接お振
込みいたします。なお、本人死亡の時は、労基法施行規則に定める遺族補償の順位
によります。

※給付金は、いかなる場合（懲戒免職の場合を含む）にも事業所にはお支払い出来ません。

※他の特定退職金共済制度との
　重複加入は不可

税法上の
お取扱い 法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は

役員、従業員の所得税の対象にもなりません。（法基通9-3-5）（所基通36-31の2）

記載の税務についてのお取扱いは一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。
また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その
掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。（直審3-8）（所基通36-31の2）

法人の場合 個人事業主の場合

自動車事故費用共済

補償内容 すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
負傷者が

契約者側の場合 相手側の場合

死亡共済金

後遺障害
共済金

入通院
共済金

事故の日から
180日以内に
死亡されたとき
（1事故につき）

（障害級別による）

365日分または
300万円限度

300万円

30,000

12～300万円

（1人あたり）

入院日額4,500円
通院日額2,250円
1事故につき入院、通院合わせ
て1日最高18,000円

円

30万円

共済契約者の経済的負担を補うため

合計300万円までの実費を支給
契約者側にも過失のある場合
死亡臨時費用共済金
（一時金として支給）

12～300万円
算定された額を
限度として
実費を支給

3万円

合計300万円までの実費を支給
左記の日額により、

契約者側にも過失のある場合
入通院臨時費用共済金（一時金として支給）
（3日以上の通院または入院で、
1事故につき）

特約 対物共済金
（1事故につき）

他人の財物を破損・汚損・滅失させ、
その損害額が2万円以上となったとき
（1共済期間内に1回）

火災共済

普通火災共済は❶～❹、
総合火災共済は❶～❾が
補償の対象です。

掛金や詳しい補償内容についてはお問合せください。

そうじょう

火災はもちろん火災以外の事故から住宅、店舗、
事務所、工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手
伝いをいたします。

水災
物体の落下・飛来・衝突
水濡れ

騒擾・集団行動などに伴う
暴力行為、労働争議
盗難

ひょう

火災

落雷

破裂または爆発

風災・雹災・雪災

普通

火災共済総合

　人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の
自己負担が必要になる場合があります。相手側に
対する道義的責任（誠意）についての補償は自動
車保険では必ずしも十分とはいえません。万一の
ときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共
済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

〈問合せ先〉 橿原商工会議所　各種共済・保険制度担当　 0744-28-4400

❶
❷
❸
❹

❺
❻
❼
❽

❾

橿 原 商 工 会 議 所

あなたの会社が「業務災害補償プラン」に加入していれば!
多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。

会員企会 業には… 資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には… パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

増加

1億円を超える
高額な賠償事例が 発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

増加

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

厳格化

●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。
●保険の内容は各保険会社のパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる団体割引などが適用された保険料 （一般加入と比べ約半額の掛金水準）

●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能　政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。
●派遣、委託作業者のほか、下請負人の補償にも加入可能
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス感染症含む）や自殺などを補償

橿原商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[業務災害総合保険 　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険
三井住友海上火災保険株式会社[業務災害補償保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ業務災害補償保険（業務災害補償保険）
大同火災海上保険株式会社社（2020年10月補償開始）[業務災害補償保険

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

新  型新  
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も
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2021年10月作成　21-T03556

個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償

●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワ
ークの

リスク
も

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
橿原商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険

橿 原 商 工 会 議 所
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各種共済・保険制度のお知らせ

まほろば共済（生命共済）のご案内
定期保険（団体型） 入院給付金付災害割増特約・

ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付
橿原商工会議所独自の

給付制度（見舞金・祝金制度）

保障内容 １口あたり

不慮の事故により死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）+災害保険金〉 250万円

不慮の事故により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）+災害高度障害保険金〉 250万円

傷害または疾病により高度障害状態のいずれかになったとき
〈高度障害保険金（主契約）〉 50万円

2万円

不慮の事故により1日以上の入院をしたとき
（同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度）
〈入院給付金〉
ガンで1日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）
〈ガン入院一時金〉

5万円
ガンの治療を直接の目的とした
先進医療による療養を受けたとき
〈ガン先進医療一時金〉

1万円
6大生活習慣病で1日以上の入院をしたとき（1年に1回限度）
〈6大生活習慣病入院一時金〉

1,500円
1日につき

上記以外の事由より死亡したとき
〈死亡保険金（主契約）〉 50万円

1口お支払事由

死
亡

高
度
障
害

入
院
・
治
療

日
帰
り
入
院
か
ら
保
障

当所独自の給付制度

病気入院見舞金
事故通院見舞金
遺児育英見舞金
家族災害死亡見舞金
親介護認定見舞金
成人祝金
結婚祝金
出産祝金
年齢満了祝金

5,000円

5,000円

一律50,000円
一律50,000円

一律30,000円

5,000円

5,000円

5,000円
一律10,000円

75歳満了時に加入10年以上

遺児1名につき

1口給付内容

見
舞
金

祝　

金

月額掛金 １口あたり

１５歳～３５歳

３６歳～４０歳

４１歳～４５歳

４６歳～５０歳

５１歳～５５歳

５６歳～６０歳

６１歳～６５歳

６６歳～７０歳

663円

688円

713円

761円

820円

870円

968円

1,093円

743円

749円

787円

848円

940円

1,074円

1,287円

1,630円

1口
男性 女性保険年齢

まほろば共済は
福利厚生制度に
ご活用いただけます。

保障内容、年齢別の月額掛金は橿原商工会議所ホームページ 共済・福利厚生のページで
ご確認いただけます。「ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注
意喚起情報）を必ずご覧ください。」　　　　　　引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

業務上・業務外を問わず

24時間保障

６大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

１年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も！
商工会議所独自の

給付制度も！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

特定退職金共済制度・新企業年金保険

大企業並みの退職金制度が
容易に確立できます

将来支払うべき多額の退職金を
計画的に準備できます

掛金は、１人月額30,000円
まで損金または
必要経費となります

国の中小企業退職金共済制度
との重複加入も認められます

～加入・増口のおすすめ～
加入資格・条件
〇奈良県内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員で、年齢満15歳
　以上、満70歳未満の健康かつ正常に勤務または就業している方
〇全従業員の加入が前提
※事業主、役員（使用人兼務役員は除く）および事業主と生計を一にする親族は加
入できません。
※加入の必要がない方（期間を定めて雇われている者、試用期間中の者、非常勤の者、
季節的な仕事のために雇われている者、休職中の者、パートタイマーのように労働
時間の特に短い者）
　　
掛金・加入口数
〇従業員１人につき月額１口1,000円で、最高３０口まで加入できます。
〇掛金は全額事業主負担です。損金または必要経費となります。
　　
給付金の受取方法（重複選択不可）
〇退職一時金：加入者が退職したとき、一時金が支払われます
〇遺族一時金：加入者が死亡したとき、一時金に「加入口数×10,000円」を加算し
た金額が支払われます。
　　
給付金の受取人
この制度の受取人は加入従業員です。給付金は、受取人名義の預金口座へ直接お振
込みいたします。なお、本人死亡の時は、労基法施行規則に定める遺族補償の順位
によります。

※給付金は、いかなる場合（懲戒免職の場合を含む）にも事業所にはお支払い出来ません。

※他の特定退職金共済制度との
　重複加入は不可

税法上の
お取扱い 法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は

役員、従業員の所得税の対象にもなりません。（法基通9-3-5）（所基通36-31の2）

記載の税務についてのお取扱いは一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。
また、このお取扱いは将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。

個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その
掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。（直審3-8）（所基通36-31の2）

法人の場合 個人事業主の場合

自動車事故費用共済

補償内容 すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
負傷者が

契約者側の場合 相手側の場合

死亡共済金

後遺障害
共済金

入通院
共済金

事故の日から
180日以内に
死亡されたとき
（1事故につき）

（障害級別による）

365日分または
300万円限度

300万円

30,000

12～300万円

（1人あたり）

入院日額4,500円
通院日額2,250円
1事故につき入院、通院合わせ
て1日最高18,000円

円

30万円

共済契約者の経済的負担を補うため

合計300万円までの実費を支給
契約者側にも過失のある場合
死亡臨時費用共済金
（一時金として支給）

12～300万円
算定された額を
限度として
実費を支給

3万円

合計300万円までの実費を支給
左記の日額により、

契約者側にも過失のある場合
入通院臨時費用共済金（一時金として支給）
（3日以上の通院または入院で、
1事故につき）

特約 対物共済金
（1事故につき）

他人の財物を破損・汚損・滅失させ、
その損害額が2万円以上となったとき
（1共済期間内に1回）

火災共済

普通火災共済は❶～❹、
総合火災共済は❶～❾が
補償の対象です。

掛金や詳しい補償内容についてはお問合せください。

そうじょう

火災はもちろん火災以外の事故から住宅、店舗、
事務所、工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手
伝いをいたします。

水災
物体の落下・飛来・衝突
水濡れ

騒擾・集団行動などに伴う
暴力行為、労働争議
盗難

ひょう

火災

落雷

破裂または爆発

風災・雹災・雪災

普通

火災共済総合

　人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の
自己負担が必要になる場合があります。相手側に
対する道義的責任（誠意）についての補償は自動
車保険では必ずしも十分とはいえません。万一の
ときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共
済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

〈問合せ先〉 橿原商工会議所　各種共済・保険制度担当　 0744-28-4400

❶
❷
❸
❹

❺
❻
❼
❽

❾

橿 原 商 工 会 議 所

あなたの会社が「業務災害補償プラン」に加入していれば!
多様化・複雑化の傾向にある「労災事故」から会員企業も従業員もお守りします。

会員企会 業には… 資金繰りに影響を与えること無く、
高額な損害賠償金が支払い可能に!

従業員には… パート・アルバイトを含む
全従業員を包括補償で安心!

うつ病による自殺、
過労死などによる
労災認定件数が

増加

1億円を超える
高額な賠償事例が 発生

短期間労働者、パート、
アルバイト、派遣社員等
非正規雇用労働者の

増加

2014年
労働安全衛生法改正で
企業の安全配慮義務の

厳格化

●一部の商工会議所では、本プラン・特約を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は概要を示したものです。補償の内容、対象業種等は引受保険会社によって異なります。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
●お見積り、ご加入手続き、保険内容のご不明点は、お近くの代理店または引受保険会社までご連絡ください。
●保険の内容は各保険会社のパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によります。

商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

業務災害補償プラン
●全国商工会議所のスケールメリットによる団体割引などが適用された保険料 （一般加入と比べ約半額の掛金水準）

●労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能　政府労災保険への加入が必要です（使用者賠償責任保険は給付決定後の支払いになります）。
●派遣、委託作業者のほか、下請負人の補償にも加入可能
●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患などの疾病（新型コロナウイルス感染症含む）や自殺などを補償

橿原商工会議所 東京海上日動火災保険株式会社[業務災害総合保険 　損害保険ジャパン株式会社[事業活動総合保険
三井住友海上火災保険株式会社[業務災害補償保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社[タフビズ業務災害補償保険（業務災害補償保険）
大同火災海上保険株式会社社（2020年10月補償開始）[業務災害補償保険

お問い合わせ先 引受損害保険会社
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P
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個人・法人の情報漏えいリスクに備えるなら

情報漏えい賠償責任保険制度
～サイバーリスク補償型●サイバー攻撃等の際の対応費用を手厚く補償

●見舞金・見舞品購入費用も補償
●海外で訴訟提起された損害賠償請求も補償（※1）
  ※1プレミアムプランで対象となります。IT業務の遂行に起因する事故の場合には、保険適用地域は日本国内となります。

●商工会議所のスケールメリットと加入者ごとのセキュリティ状況を反映した保険料水準（※2）
  ※2団体割引20%＋「割引確認シート（SECURITY ACTION自己宣言（IPA）の有無等）」のご回答に応じ最大60%割引＝最大68%割引まで適用可能

●IT業務も行う事業者向けオプションとして、「IT業務特約」もご用意
●「標的型メール訓練サービス」をご提供

サイバーセキュリティ対策が不十分な環境での作業が増え
情報漏えいリスクが益々高くなっています!

テレワークの
導入により…

! サイバーリスクは「すべての事業者」が抱えるリスクであり
経済的損失に備えることも重要な対策です !

機密情報の有無
にかかわらず…

!

テレワ
ークの

リスク
も

補償

本募集広告は、商工会議所会員向け保険制度の事務管理を行う有限会社石垣サービスが日本商工会議所の経営協力により作成したものです。

引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社
東京海上日動火災保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社
大同火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社（事務幹事会社）

お問い合わせ先
橿原商工会議所
商工会議所名簿日本商工会議所制 度 運 営

https://www.ishigakiservice.jp/商工会議所の
保 険 制 度 H P

●一部の商工会議所では、本制度を取り扱っていない場合があります。取り扱いの有無はお近くの商工会議所にご確認ください。
●本募集広告は制度概要を示したものです。詳しくは、お近くの商工会議所にご確認ください。
●商工会議所では、本制度のほかにも各種保険・共済制度を取り扱っております。詳しくは、お近くの商工会議所にお問い合わせください。

[専門事業者賠償責任保険

橿 原 商 工 会 議 所
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事業報告

●日　時／令和５年４月１２日（水）19：00～
●参加者／９名
●議　案／①令和5年度 異業種交流事業計画（案）について
　　　　　②令和5年度 橿原ブランド認定事業計画（案）について
　　　　　③その他について

異業種交流事業委員会を開催しました。異業種交流事業委員会を開催しました。

　令和5年度に入り、第１回目となる異業種交流事業委員会（委員長　
長友久和）を当所会議室とWEBを活用したハイブリッド形式にて開催
しました。
　委員会では、交流事業部門において会員同士の異業種交流の機会
作りに一つ目にビジネスセミナー＆ビジネス交流会、2つ目にビジネス
交流会の事業内容についての話し合いを行いました。地域活性化事業

異業種交流事業

▲委員会の様子

　　　　　

新入会員のご紹介

個
人

氏名（事業所名） 所 在 地 業　　種

法
人

所 在 地 業　　種

奈良市東紀寺町２丁目１-１０

橿原市見瀬町607-1

飲食店（和菓子・赤飯・仕出し弁当・寿司・惣菜）

飲食店（うどん、天ぷら、おでん、ビールなど）

井田 太郎 （うまいもん鬼太郎）

仲宗根 るみ子 (めん処　今帰仁)

五條市住川町９６２番地の２

橿原市見瀬町３８-１ 橿原神宮前スカイハイツ318号室

バイオマス等を原料とした発電・電気の供給及び販売等

教育、学習支援業、学習塾（大学受験指導（数・化・物・英））

合同会社木質バイオマス五條発電所

株式会社河井研究室

ご入会いただきありがとうございます！

事業所名

新入会員のご紹介 ご入会いただき、ありがとうございます！ 令和５年３月～４月 （順不同・敬称略）
※加入手続きの際に希望のあった事業所のみ、ご紹介をさせていただいております

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ

担当／職業紹介部門 西川TEL.0745-52-5801
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

ハローワーク求職者情報 6月号
工場業務員・製造業務全般

プラスチック製品製造工

半導体製造、製造全般

工場業務員

自動車整備・修理工

土木の現場監督

建築設計技術者・
コスト計画室で設計支援

繊維関係検査工・靴下関係

工場業務員・出荷・流れ作業

プラスチック製品製造工

20万

25万

25万

20万

30万

40万

23万

910円

910円

30万

高校

高校

高校

高校

専修・専門

高校

専門・専修

短大

短大

高校

橿原市

橿原市

橿原市

大和高田市

香芝市

広陵町

香芝市

大和高田市

葛城市

葛城市

金属エッチング、フォトリソ25年2ヶ月

プラスチック製品製造工、成型工3年6ヶ月、レッカー運転手６ヶ月

半導体の製造、設置、立ち上げ、製作等15年

ゴムの加工業務5年10ヶ月

自動車の整備、点検等4年11ヶ月／資格：２級自動車整備士

高速道路の維持工事10年　通算23年経験あり／資格：１級土木施工管理技士、２級建設機械施工技士

建築におけるコスト計画1年／資格：２級建築士

靴下の値札付け、梱包から出荷作業全般　3年10ヶ月

工場業務員、出荷、値付けなど11年

プラスチック製品製造工34年／資格：玉掛技能者

8:30～17:30

8:00～17:00

8:00～17:00

8:00～17:00

不問

不問

9:00～17:30

9:00～17:00

不問

※令和５年５月８日現在
ハローワークに登録
されている人の一例です

9:00～16:00
１日6時間程度週4日程度

部門では、橿原ブランド認定事業のスケジュールの確認を行い、橿原ブ
ランド認定品の販路拡大に向け「橿原ブランド認定 事業者意見交換＆
交流会」の事業計画に関して話し合いを行いました。引き続き各部門に
より事業の詳細を計画し事業実施に向け委員会で協議を行います。

１日7時間程度週4日程度

不法滞在・不法就労防止にご協力下さい！
不法滞在者とは

橿原警察署 0744-23-0110

　我が国には依然として多数の不法滞在
者が存在し、その多くが不法就労に及んで
いるとみられる上、近年、その手口は悪質・
巧妙化し、悪質な仲介事業者等が欝与す
る事案も後を絶たない状況にあります。
　また、グループ化した不法滞在者による
悪質な犯罪も多く発生しており、我が国の
治安を脅かしています。

※不法滞在者が日本国内で働いたり、また、
正規滞在者であっても働くことが認められて
いない在留資格で働くことは、不法就労活
動になります。

問合せ

●有効なパスポートを持たずに不法
に入国をした者

●適法に入国した後、在留（滞在）
期問を経過して不法に残留してい
る者

皆様へのお願い

●不法滞在や不法就労を許さない社
会環境作りが大切です。

●外国人を雇用する際は、パスポート
や在留カードを確認して在留資格や
在留 ·期限を必ず確認して下さい。

※不法滞在者や働く事が認められていない外国人
を雇用したり、不法滞在を援助したりすれば、法
律により罰せられる場合があります。

橿原警察署からのお願い
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事業報告

●日　時／令和５年４月１２日（水）19：00～
●参加者／９名
●議　案／①令和5年度 異業種交流事業計画（案）について
　　　　　②令和5年度 橿原ブランド認定事業計画（案）について
　　　　　③その他について

異業種交流事業委員会を開催しました。異業種交流事業委員会を開催しました。

　令和5年度に入り、第１回目となる異業種交流事業委員会（委員長　
長友久和）を当所会議室とWEBを活用したハイブリッド形式にて開催
しました。
　委員会では、交流事業部門において会員同士の異業種交流の機会
作りに一つ目にビジネスセミナー＆ビジネス交流会、2つ目にビジネス
交流会の事業内容についての話し合いを行いました。地域活性化事業

異業種交流事業

▲委員会の様子

　　　　　

新入会員のご紹介

個
人

氏名（事業所名） 所 在 地 業　　種

法
人

所 在 地 業　　種

奈良市東紀寺町２丁目１-１０

橿原市見瀬町607-1

飲食店（和菓子・赤飯・仕出し弁当・寿司・惣菜）

飲食店（うどん、天ぷら、おでん、ビールなど）

井田 太郎 （うまいもん鬼太郎）

仲宗根 るみ子 (めん処　今帰仁)

五條市住川町９６２番地の２

橿原市見瀬町３８-１ 橿原神宮前スカイハイツ318号室

バイオマス等を原料とした発電・電気の供給及び販売等

教育、学習支援業、学習塾（大学受験指導（数・化・物・英））

合同会社木質バイオマス五條発電所

株式会社河井研究室

ご入会いただきありがとうございます！

事業所名

新入会員のご紹介 ご入会いただき、ありがとうございます！ 令和５年３月～４月 （順不同・敬称略）
※加入手続きの際に希望のあった事業所のみ、ご紹介をさせていただいております

■お問合せは、ハローワーク大和高田へ

担当／職業紹介部門 西川TEL.0745-52-5801
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No 希望職種 希望収入 希望勤務時間 学歴 住所 職歴（最新▶旧）・免許・資格

ハローワーク求職者情報 6月号
工場業務員・製造業務全般

プラスチック製品製造工

半導体製造、製造全般

工場業務員

自動車整備・修理工

土木の現場監督

建築設計技術者・
コスト計画室で設計支援

繊維関係検査工・靴下関係

工場業務員・出荷・流れ作業

プラスチック製品製造工

20万

25万

25万

20万

30万

40万

23万

910円

910円

30万

高校

高校

高校

高校

専修・専門

高校

専門・専修

短大

短大

高校

橿原市

橿原市

橿原市

大和高田市

香芝市

広陵町

香芝市

大和高田市

葛城市

葛城市

金属エッチング、フォトリソ25年2ヶ月

プラスチック製品製造工、成型工3年6ヶ月、レッカー運転手６ヶ月

半導体の製造、設置、立ち上げ、製作等15年

ゴムの加工業務5年10ヶ月

自動車の整備、点検等4年11ヶ月／資格：２級自動車整備士

高速道路の維持工事10年　通算23年経験あり／資格：１級土木施工管理技士、２級建設機械施工技士

建築におけるコスト計画1年／資格：２級建築士

靴下の値札付け、梱包から出荷作業全般　3年10ヶ月

工場業務員、出荷、値付けなど11年

プラスチック製品製造工34年／資格：玉掛技能者

8:30～17:30

8:00～17:00

8:00～17:00

8:00～17:00

不問

不問

9:00～17:30

9:00～17:00

不問

※令和５年５月８日現在
ハローワークに登録
されている人の一例です

9:00～16:00
１日6時間程度週4日程度

部門では、橿原ブランド認定事業のスケジュールの確認を行い、橿原ブ
ランド認定品の販路拡大に向け「橿原ブランド認定 事業者意見交換＆
交流会」の事業計画に関して話し合いを行いました。引き続き各部門に
より事業の詳細を計画し事業実施に向け委員会で協議を行います。

１日7時間程度週4日程度

不法滞在・不法就労防止にご協力下さい！
不法滞在者とは

橿原警察署 0744-23-0110

　我が国には依然として多数の不法滞在
者が存在し、その多くが不法就労に及んで
いるとみられる上、近年、その手口は悪質・
巧妙化し、悪質な仲介事業者等が関与す
る事案も後を絶たない状況にあります。
　また、グループ化した不法滞在者による
悪質な犯罪も多く発生しており、我が国の
治安を脅かしています。

※不法滞在者が日本国内で働いたり、また、
正規滞在者であっても働くことが認められて
いない在留資格で働くことは、不法就労活
動になります。

問合せ

●有効なパスポートを持たずに不法
に入国をした者

●適法に入国した後、在留（滞在）
期問を経過して不法に残留してい
る者

皆様へのお願い

●不法滞在や不法就労を許さない社
会環境作りが大切です。

●外国人を雇用する際は、パスポート
や在留カードを確認して在留資格や
在留期限を必ず確認して下さい。

※不法滞在者や働く事が認められていない外国人
を雇用したり、不法滞在を援助したりすれば、法
律により罰せられる場合があります。

橿原警察署からのお願い
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貴社の印刷物にも
お試しください。

本　社  〒634-0812 奈良県橿原市今井町３－２－５　
事業所  〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1 

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

社会医療法人平成記念会

抗菌ニスコーティングで印刷物に安心安全を＋

：制度改正等の課題解決環境整備事業制 事：事業環境変化対応型支援事業
月 会議所行事予定

※諸状況により予定が変更となる場合があります

日（ ） 月（Mon） 火（ ） 水（ ） 木（ ） 金（ ） 土（ ）

●経営相談窓口
●東商検定（IBT・

CBT）福祉住環境コー
ディネーター（２・３級）、
環境社会（eco検定）
第１シーズン受付開始
（～２０日）

●経営相談窓口●経営相談窓口
●青年部役員会

●かしはら創業塾
2023【スタートアップ
土曜コース】（１日目／
４日間）

●かしはら創業塾
2023【スタートアップ
土曜コース】（２日目／
４日間）

●経営相談窓口

●経営相談窓口 ●経営相談窓口

●経営相談窓口
●個別経営相談

会～お悩み相談～
消費税インボイス制

度（適格請求書等保存
方式）実務対策セミナー

●経営相談窓口
●女性会通常会

員総会
●東商検定（IBT・CBT）
カラーコーディネーター、
ビジネス実務法務、ビジ
ネスマネジャー、第１シー
ズン試験期間（～7/10）

●経営相談窓口 ●経営相談窓口
●源泉所得税の

納期の特例（１月から
６月）個別相談会（～
７/10（月））

●経営相談窓口

事

事

●経営相談窓口
　小規模事業者

持続化補助金活用セミ
ナー

●経営相談窓口
●第62回通常議

員総会
消費税インボイス制　
度（適格請求書等保存
方式）実務対策セミナー

●経営相談窓口 ●経営相談窓口●経営相談窓口
　小規模事業者

持続化補助金活用セミ
ナー

制 制

●経営相談窓口●第164回
　日商簿記検
定試験

　●第228回
　日商珠算

（そろばん）検定
試験

●経営相談窓口●経営相談窓口
●異業種交流事

業委員会

●経営相談窓口●経営相談窓口

●経営相談窓口

各種送付物の
お届け先について

当所からの各種送付物（広報誌（橿原ビジネスプレ
ス）、その他ご案内等）は、ご登録の事業所所在地
にお送りしています。事業所所在地の変更がござい
ましたら下記までご連絡をお願いいたします。変更
のご連絡がない場合、当所からの案内等が届かない
場合がございますので、お手数をおかけいたします
が、ご協力の程よろしくお願いいたします。

橿原商工会議所 総務課
TEL.0744-28-4400　FAX.0744-28-4430
E-mail   uketsuke@kashihara-cci.or.jp

お問合せ
ご連絡先

役員・議員職務執行者の就任・退任のお知らせ

氏　　名：

事業所名：

役　　職：
（退任：清水 英治 氏 支店長）

西本 佳央氏

株式会社 南都銀行
橿原支店
支店長

常議員・１号議員

にし もと    よし  お

新型コロナウイルスの感染症が感染法上の「5 類感染症」に位置付けられ、マスク着用については、
厚生労働省の基本的感染対策の考え方より個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ね
ることを基本とさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症対策HP
【内閣官房ＨＰ】
https://corona.go.jp/

新型コロナウイルス感染症対策HP ( 業種別ガイドライン）
【内閣官房ＨＰ】
https://corona.go.jp/guideline/

関連ＨＰ

合説・催事ブースデザイン・売場装飾・竣工写真撮影
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貴社の印刷物にも
お試しください。

本　社  〒634-0812 奈良県橿原市今井町３－２－５　
事業所  〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1 

パンフレット・チラシ・ホームページの企画から印刷・製作までトータルサポート

わたしたちは予防医学を行い急性期医療から回復期リハビリテーション
在宅医療と介護福祉においてトータルなケアを行っています。

社会医療法人平成記念会

抗菌ニスコーティングで印刷物に安心安全を＋

：制度改正等の課題解決環境整備事業制 事：事業環境変化対応型支援事業
月 会議所行事予定

※諸状況により予定が変更となる場合があります

日（ ） 月（Mon） 火（ ） 水（ ） 木（ ） 金（ ） 土（ ）

●経営相談窓口
●東商検定（IBT・

CBT）福祉住環境コー
ディネーター（２・３級）、
環境社会（eco検定）
第１シーズン受付開始
（～２０日）

●経営相談窓口●経営相談窓口
●青年部役員会

●かしはら創業塾
2023【スタートアップ
土曜コース】（１日目／
４日間）

●かしはら創業塾
2023【スタートアップ
土曜コース】（２日目／
４日間）

●経営相談窓口

●経営相談窓口 ●経営相談窓口

●経営相談窓口
●個別経営相談

会～お悩み相談～
消費税インボイス制

度（適格請求書等保存
方式）実務対策セミナー

●経営相談窓口
●女性会通常会

員総会
●東商検定（IBT・CBT）
カラーコーディネーター、
ビジネス実務法務、ビジ
ネスマネジャー、第１シー
ズン試験期間（～7/10）

●経営相談窓口 ●経営相談窓口
●源泉所得税の

納期の特例（１月から
６月）個別相談会（～
７/10（月））

●経営相談窓口

事

事

●経営相談窓口
　小規模事業者

持続化補助金活用セミ
ナー

●経営相談窓口
●第62回通常議

員総会
消費税インボイス制　
度（適格請求書等保存
方式）実務対策セミナー

●経営相談窓口 ●経営相談窓口●経営相談窓口
　小規模事業者

持続化補助金活用セミ
ナー

制 制

●経営相談窓口●第164回
　日商簿記検
定試験

　●第228回
　日商珠算

（そろばん）検定
試験

●経営相談窓口●経営相談窓口
●異業種交流事

業委員会

●経営相談窓口●経営相談窓口

●経営相談窓口

各種送付物の
お届け先について

当所からの各種送付物（広報誌（橿原ビジネスプレ
ス）、その他ご案内等）は、ご登録の事業所所在地
にお送りしています。事業所所在地の変更がござい
ましたら下記までご連絡をお願いいたします。変更
のご連絡がない場合、当所からの案内等が届かない
場合がございますので、お手数をおかけいたします
が、ご協力の程よろしくお願いいたします。

橿原商工会議所 総務課
TEL.0744-28-4400　FAX.0744-28-4430
E-mail   uketsuke@kashihara-cci.or.jp

お問合せ
ご連絡先

役員・議員職務執行者の就任・退任のお知らせ

氏　　名：

事業所名：

役　　職：
（退任：清水 英治 氏 支店長）

西本 佳央氏

株式会社 南都銀行
橿原支店
支店長

常議員・１号議員

にし もと    よし  お

新型コロナウイルスの感染症が感染法上の「5 類感染症」に位置付けられ、マスク着用については、
厚生労働省の基本的感染対策の考え方より個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ね
ることを基本とさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症対策HP
【内閣官房ＨＰ】
https://corona.go.jp/

新型コロナウイルス感染症対策HP ( 業種別ガイドライン）
【内閣官房ＨＰ】
https://corona.go.jp/guideline/

関連ＨＰ

合説・催事ブースデザイン・売場装飾・竣工写真撮影
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三和澱粉工業株式会社
〒634-8585 奈良県橿原市雲梯町594番地
TEL（0744）22-5531  FAX（0744）22-4177本社・工場

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目21番5号 C-5ビル7階
TEL（03）5294-3838  FAX（03）5209-3800東京オフィス

橿原ビジネスプレス
The Kashihara Chamber of Commerce and IndustryThe Kashihara Chamber of Commerce and Industry
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〈
印
刷
部
数
〉1,850部 橿原商工会議所 〒 奈良県橿原市久米町 番地の

事業所内皆様でご覧下さい

国源寺観音堂と伝大窪寺塔心礎（大久保町　４月１３日撮影）
国源寺は、大窪寺の跡地に明治初年元神武領域から移されました。大窪寺（天武期の創建）の塔心礎と伝えられる礎石の位置から、
国源寺観音堂のあたりが大窪寺の金堂であった可能性があります（橿原市HPより抜粋）
※写真奥　国源寺観音堂・写真手前　伝大窪寺塔心礎

こく げん  じ  　　　　　　　　　　 おお くぼ でら とう しん   そ

June
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